
水田活用の直接支払交付金の
交付対象水田について

水田活用の直接支払交付金は、水稲の作付ができない農地（畦畔や用水路がない
農地等）を交付対象外としています。

農業者・協議会の皆様へ

北陸農政局生産部生産振興課 TEL：076-232-4302

畦畔

（けいはん）
以下のような農地は交付対象水田となりません。

• 現況において非農地に転用された土地

• ３年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年も作付が
行われないことが確実な農地

• 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けが困難な農地※として、
次のいずれかに該当するもの

① たん水設備（畦畔等）を有しない農地

② 用水供給設備（用水路等）を有しない農地、又は土地改良区に対
して水田に係る賦課金が支払われていない農地

※判断に悩む場合は以下の問い合わせ先までご相談ください。

・ ５年間に一度も水張りが行われない農地は、令和９年以降交付対象
としません

• ただし、以下に該当するものは、5年間に一度も水張りが
 行われない場合であっても交付対象から除外しません。
①災害復旧に関連する事業が実施されている場合
②基盤整備に関連する事業が実施されている場合

※①、②のいずれの場合も、過去の作付の実績及び将来の作付計画等から、確実に水張りを
行うことが確認できる場合は交付対象とします。

• 水張りは、水稲作付けにより確認することを基本としております。
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなしま
す。
〇湛水管理を１か月以上行う
〇連作障害による収量低下が発生していない

交付対象となる水田（畦畔あり）

交付対象水田の現行ルール

令和３年秋以降の方針と具体化したルール

〔目的〕
• 転換作物が固定化している水田は、畑地化を促すため
• 水田機能を有する農地において、転換作物の生産を行う場合は、
ブロックローテーション体系の再構築を促すため

交付対象となる水田（水路あり）
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